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社内研修　プライバシー保護について

★プライバシーとは…
「他人から干渉されない権利」
「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。
またそれが他人から干渉、侵害を受けない権利」とされています。

★具体的なプライバシーの侵害の例
・オムツ交換や着衣交換時の際に、居室のドアを開けたままにしている。
・トイレ誘導時に介助の内容を周りに聞こえるような大きな声で声掛けしている。
・トイレ介助時に入り口やドアのカーテンがなく、排泄している姿が
廊下などから他者に見える。
・認知症や失語の方の事を他者様に「あの人、何もわからないから話しかけても無駄だよ」
　と話している。
・利用者や家族の事、家族構成・職歴・病歴などの情報を他者様に聞こえるように
話をしている。
・排泄に失敗してしまった時に責めたり批判したりしてしまう。

★介護職員が守るべき守秘義務とは
介護の現場で働く上で、その業務に関して知り得た利用者様の個人情報などの秘密は
他人に漏らしてはいけません。
利用者様のプライベートな情報を他の利用者様に本人の許可なく話してはいけない事を
「秘密保持義務」といいます。

★尊厳を傷つけない
[bookmark: _GoBack]・介助者は決して不快な態度や言動を表してはいけない。
　見透かされてしまうと羞恥心を強く感じるようになり、閉ざしてしまう可能性がある。
・言葉の掛け方、視線に気を付けて、介助中は楽しい会話を心掛けると良い。
・自分で出来る事はしてもらうようにする。

★まとめ
人と人との関わり合いの中で、守秘義務とプライバシーの問題は守らなければいけない
大切な事です。
もし自分や家族が将来介護を必要になった際に気持ちよく利用できるためにも
人と人との関係性を大切にできる場を提供していくことが必要です。
